
令和６年度 障害のある方を対象とした美郷町会計年度任用職員募集について

この選考は障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、障害のある方を対

象として行うものです。

○任用期間 ：令和６年４月１日～令和７年３月３１日

○受付期間 ：令和５年１０月２日（月）～１０月２０日（金）

１ 採用予定数・応募資格等

⑴ 採用予定数 若干名

⑵ 応募資格

ア 昭和３４年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた者

イ 下記のいずれかを満たす人

・身体障害者手帳（身体障害者福祉法第１５条）の交付を受けている人

・都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人

・精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条）の

交付を受けている人

※応募資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。

※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する人は受験できません。

①地方公務員法第１６条の規定により、地方公務員となることができない人

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

②平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人

（心神耗弱を原因とする人以外）

２ 採用までの流れ

⑴ 応募

⑵ 総務課から面接選考の御案内

⑶ 面接選考

⑷ 採用決定通知

⑸ 配属先から御連絡

⑹ 勤務開始（令和６年４月１日）



３ 合否通知

選考後、文書にて合否の結果を通知します。詳細については、勤務開始日までに配

属先より連絡します。

４ 給与・勤務条件等

⑴ 給料※ 時給９８５円～

※基本給の額は、給与改定を受けて変更されることがあります。

⑵ 手当等 期末手当、通勤手当等

⑶ 勤務日 週４日又は週５日

⑷ 勤務時間 ６時間～７時間

※勤務時間例 週４日（３０時間） ８:３０～１５:３０（休憩時間１時間）

週５日（３５時間） ８:３０～１６:３０（休憩時間１時間）

⑸ 休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）

⑹ 休暇 年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇など

⑺ 勤務地 美郷町役場、各支所等

⑻ 業務内容例 簡易な電話対応・窓口対応業務

郵便物等の仕分け・収受業務

書類のファイリング整理・配布・廃棄業務

支払い関係書類の作成業務

パソコンによるデータ入力業務

その他、一般事務補助業務等

※業務内容は、障害特性等に応じて決定します。

⑼ 福利厚生 健康保険（共済短期）、厚生年金、雇用保険、公務災害補償等

⑽ 試用期間 １か月

５ 申込手続き

⑴ 申込用紙請求先等

ア 申込用紙の交付場所 美郷町役場総務課及び各地域課

イ ダウンロード 美郷町ホームページから申込用紙をダウンロードすることが

できます。

ウ 郵便による申込用紙の請求方法 美郷町役場総務課

〒８８３－１１０１ 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代１番地

封筒の表に「受験申込請求」と朱書きし、切手を貼った宛先明記の返信用封筒

を必ず同封し、美郷町役場総務課に請求してください。

なお、郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。

⑵ 申込用紙の提出先 美郷町役場 総務課

〒８８３－１１０１ 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代１番地



⑶ 受付期間

令和５年１０月２日（月）～１０月２０日（金）

８時３０分から１７時１５分まで（土曜・日曜を除く。）

郵送の場合は１０月２１日（土）までの消印のあるものに限り受け付けます。

⑷ 申込後の流れ

令和５年１０月３１ 日までに、面接選考の連絡をします。

１０月末日までに連絡がない場合は、必ずお問い合わせください。

⑸ 問い合わせ先

美郷町役場総務課 電話 ０９８２－６６－３６０１

⑹ その他

ア この選考において提出された書類は、採用選考及び採用手続きに使用します。

また、提出書類は返却しません。

イ 受験に際して町が収集する個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外

の目的への使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として

使用します。

ウ 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の方は採用されま

せん。


